
寄
付
と
そ
れ
に

対
す
る
市
当
局
の

本
町
外
に

対
す
る
点
火
料
支
弁
と
い

う
条
件
で

こ

の

長
年
の

係
争
が
解
決
し
た
。

共
有
物
事
件
も
横
浜
官
民
が
数
年
に

わ
た
っ

て

争
っ

た
紛
争
で
、

と
く
に

貿
易
商
人
一

派
に

深
い

関
係
が
あ
っ

た
。

共
有
物
と
は
幕
末
開
港
当
初

の

貿
易
商
が
設
立
し
た
町
会
所
そ
の

他
の

施
設
で

あ
る
が
、

蚕
糸
貿
易
商
総
理
小
野
光
景
は
さ
き
の

歩
合
金
の

問
題
と
か
ら
め
、

こ

の

共
有
物
を
整

理
し
、

さ
ら
に

幕
末
以
来
、

生
糸
貿
易
上
、

長
年
の

悪
例
と
な
っ

て
い

た
外
国
商
人
の

輸
出
生
糸
荷
預
り
を
も
廃
止
す
る
た
め
に

日
本
側
の

共
同
倉

庫
の

建
設
を
は
か
っ

た
。

こ

の

議
は
、

一

八
八
七
（
明
治
二
十
）
年
三
月
、

戸
長
津
田
輝
坦
か
ら
沖
守
固
知
事
に

認
可
の

申
請
を
し
た
。

と
こ

ろ
が
沖

知
事
の

処
理
案
に
つ

い

て
、

貿
易
商
人
一

派
か
ら
不
満
の

声
が
あ
が
っ

て
、

こ

れ
を
訴
訟
に

持
ち
こ

ん
だ
。

原
告
は
蚕
糸
売
込
商
二

十
三
名
総
代
小

野
光
景
ほ
か

製
茶
、

海
産
物
、

陶
器
、

織
物
等
の

各
種
商
品
売
込
商
三
百
二

十
六
名
で
、

要
点
は
町
会
所
そ
の

他
、

歩
合
金
等
は
貿
易
商
一

派
の

積

み
立
て
で

あ
る
と
い

う
自
派
の

特
権
の

主
張
で

あ
っ

た
。

結
果
は
原
告
の

敗
訴
に

終
わ
っ

た
が
、

こ

れ
が
貿
易
商
人
派
と
非
商
人
の
い

わ
ゆ
る
地
主

派
と
の

反
目
を
ま
す
ま
す
激
し
く
さ
せ
て
、

商
人
派
の

市
会
議
員
が
連
袂
辞
職
し
た
た
め
に

市
政
が
一

時
停
頓
す
る
と
い

う
よ
う
な
こ

と
に

な
り
、

そ
の

間
で

官
民
が

軋
轢
し
て

全
市
が
暗
黒
の

状
態
と
な
っ

た
と
い

う
。

な
お
市
制
施
行
を
機
会
に

本
町
外
十
三
町
貿
易
商
が

貿
易
商
組
合
を
組
織
し

小
野
光
景
が

総
理
と
な
っ

た
。

市
当
局
は
原
善
三
郎
、

朝
田
又
七
、

平
沼
専
蔵
ら
の

市
の

有
力
者
と
気
脈
を
通
じ
、

商
人
派
総
代
小
野
光
景
ら
と
地
主
派
の

首
領
木
村
利
右
衛
門

と
和
解
交
渉
を
な
さ
し
め
た
。

こ

の

交
渉
は
、

い

っ

た
ん
妥
協
が
成
立
し
て

解
決
を
み
た
。

し
か
し
そ
の

後
、

貿
易
商
側
は
総
理
小
野
光
景
・

大
谷

嘉
兵
衛
な
ど
の

元
老
級
が
そ
の

地
位
を
去
っ

て
か
ら
も
両
派
で

は
、

な
お

総
理
の

代
役
員
の

改
選
問
題
で

紛
糾
す
る
な
ど
依
然
対
立
を
つ

づ
け
た
の

で

あ
る
が
、

一

八
九
二
年
、

日
本
銀
行
総
裁
川
田
小
一

郎
が
仲
裁
に

立
ち
、

一

八
九
六
年
に

至
っ

て
、

両
派
紛
争
の

禍
根
で

あ
っ

た
共
有
物
問
題
の

根
本
的
解
決
を
は
か

り
、

原
六
郎
・

朝
田
又
七
・

大
谷
嘉
兵
衛
ら
に

協
力
を
求
め
て

両
派
首
領
と
交
渉
し
て

そ
の

全
部
が
横
浜
市
有
財
産
と
確
定
す

る
こ

と
に

よ
っ

て

よ
う
や
く
解
決
す
る
に

至
り
、

四
月
、

農
商
務
大
臣
榎
本
武
揚
を
招
い

て

解
決
の

祝
宴
を
開
い

た
（
肥
塚
龍
『
横
浜
開
港
五
十
年
史
』
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下
巻
、

『
横
浜
市
史
稿
』
政
治
編
三
、

『
横
浜
市
史
』
三
巻
下
）。

島
田
三
郎
対
加
藤
高
明

・

奥
田
義
人
の
大
政
争

商
人
派
は
、

同
好
会
と
い

う
団
体
を
つ

く
っ

て
お
り
、

地
主
派
は
公
道
俱
楽
部
を
組
織
し
て
い

た
。

と
も
に

市
民
の

集

団
で

あ
っ

た
が
、

公
道
俱
楽
部
の

大
部
分
は
自
由
党
に

属
し
て

政
党
色
が
あ
り
、

同
好
会
は
改
進
党
系
に

近
か
っ

た
。

そ
う
い

う
と
こ

ろ
か
ら
、

両
派
が
政
派
的
対
立
と
な
り
、

市
制
が
施
行
さ
れ
て

市
会
が
開
か
れ
る
と
、

そ
れ
ぞ
れ
前
記
の

よ
う
な
団
体
を
結
成
し
た

わ
け
で

あ
る
。

商
人
派
は
原
善
三
郎
・

小
野
光
景
・

茂
木
惣
兵
衛
・

平
沼
専
蔵
ら
が
首
領
で
、

地
主
派
は
伏
島
近
蔵
・

吉
田
健
蔵
・

海
老
原
四
郎
兵

衛
ら
が
音
頭
を
と
っ

て
い

た
。

一

八
九
〇
（
明
治
二
十
三

）
年
、

第
一

回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
が
施
行
さ
れ
る
と
、

県
下
第
一

区
（
横
浜
市

）
か
ら
商
人
派
は
改
進
党
の

島
田
三
郎
、

地
主
派
は
平
沼
専
蔵
を
候
補
に

た
て

た
が
、

島
田
が
圧
勝
し
、

以
来
島
田
は
引
き
つ

づ
き
当
選
を
重
ね
、

横
浜
市
の

代
表
と
し
て

中
央
の

議
会
で

大

活
躍
を
し
た
。

第
二
回
総
選
挙
で

新
た
に

第
二

区
か
ら
山
田
泰
造
が
選
出
さ
れ
、

一

九
〇
二

年
の

第
七
回
の

総
選
挙
で

同
区
か

ら
商
人
派
の

平
沼
専

蔵
が
代
っ

て

当
選
し
、

横
浜
市
は
島
田
・

平
沼
が
中
央
の

議
会
で

議
席
を
並
べ

る
こ

と
に

な
っ

た
。

こ

の

第
七
回
総
選
挙
後
の

第
十
七
回
帝
国
議
会

は
同
年
十
二

月
二

十
八
日
解
散
と
な
り
、

翌
一

九
〇
三
年
三
月
一

日
、

第
八
回
の

総
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ

た
が
、

こ

の

総
選
挙
に
、

政
友

会
総
裁
伊
藤
博
文
な
ど
の

圧
力
に

よ
っ

て

前
外
相
で
三
菱
の

女
婿
加
藤
高
明
と
前
文
部
次
官
奥
田
義
人
が
横
浜
市
両
区
に

乗
り
こ

ん
で

出
馬
す
る
こ

と
に

な
っ

て
、

島
田
と
大
決
戦
し
て
、

島
田
が
加
藤
を
追
い

落
し
て

圧
勝
す
る
と
い

う
一

幕
が
演
じ
ら
れ
た
。

こ

れ
は
折
り
か
ら
政
界
懸
案
の

地
租
増
徴
の

継
続
案
を
め
ぐ
っ

て

桂
太
郎
内
閣
と
対
決
す
る
た
め
に

政
友
会
と
憲
政
本
党
と
の

提
携
問
題
か
ら
お

こ
っ

た
の

で
、

こ

の

提
携
の

橋
渡
し
を
し
た
の

が
加
藤
で

あ
っ

た
と
こ

ろ
か
ら
、

憲
政
本
党
は
加
藤
を
何
と
か
衆
議
院
に

送
り
こ

も
う
と
し
た
。

本

党
を
後
援
す
る
岩
崎
弥
之
助
は
加
藤
と
姻
戚
関
係
が
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
、

横
浜
市
財
界
有
力
者
朝
田
又
七
に

加
藤
の

横
浜
市
出
馬
に

協
力
を
托
し
、

朝
田
の

奔
走
で

小
野
光
景
・

来
栖
壮
兵
衛
ら
が
動
い

て

島
田
を
引
っ

込
め
る
工
作
を
し
た
。

こ

れ
に

は
政
友
会
総
裁
の

伊
藤
博
文
も
陰
で

動
い

て
い
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た
。

二

月
初
め
に

は
小
野
・

平
沼
ら
が
主
唱
し
て

市
の

有
力
者
層
を
集
め
た
癸
卯
俱
楽
部
を
組
織
し
、

市
政
財
界
代
表
数
名
の

名
で

加
藤
・

奥
田
の

推
薦
状
を
全
市
有
権
者
に

配
布
し
た
（「
癸
卯
俱
楽
部
の

成
立
と
行
動
」
－
『
横
浜
貿
易
新
聞
』
明
治
三
十
六
年
二
月
十
五
日
付
）。

こ

れ
に

対
し
て
、

両
派
中

の

少
壮
組
の

中
村
房
次
郎
・

大
浜
忠
三
郎
・

渡
辺
又
七
・

増
田
増
蔵
ら
が
急
先
鋒
と
な
っ

て

正
義
派
と
称
し
、

こ

の

島
田
支
特
派
は
癸
卯
俱
楽
部
の

有
力
者
を
金
権
派
と
称
し
て

団
結
し
、

島
田
擁
護
に

立
っ

た
の
で

こ

の

選
挙
は
未
曾
有
の

激
選
が
予
想
さ
れ
る
こ

と
に

な
っ

た
。

新
聞
で

は
『
横
浜
貿
易
新
聞
』、
『
万
朝
報
』、
『
二
六
新
聞
』
が
島
田
派
を
支
持
し
、

『
横
浜
新
報
』
が
加
藤
派
に

立
っ

た
。

ま
た
栃
木
県
の

足
尾
か
ら
は
、

鉱
毒
被
害
農
民
が
か

け
つ

け
、

戸
別
に

島
田
支
持
を
訴
え
、

自
由
投
票
同
志
会
や
普
選
同
盟
会
の

会
員
も
か

け
つ

け
た
。

婦
人
団
体
は
選
挙
事
務
を
手
伝
い
、

青
年
修
養
会
の

青
年
た
ち
は
街
頭
演
説
や
ム

シ
ロ

旗
を
立
て
て

デ
モ

を
行
い
、

島
田
支
持
を
訴
え
た
。

島
田
は
加
藤
・

奥
田
派
か
ら
の

手
を
か
え
品
を
か
え
て

の

引
退
勧
告
に

断
乎
謝
絶
し
て

中
央
政
財
界
と
決
戦
の

身
が
ま
え
を
し
た
。

す
で
に

前
年

十
二
月
、

伊
勢
佐
木
町
の

喜
楽
座
で

政
見
発
表
し
て
い

る
の

で
こ

の

際
、

中
央
権
力
に

屈
す
る
わ
け
に

は
い

か

ず
、

ひ
ろ
く
市
民
に

訴
え
て

応
戦
の

姿
勢
を
示
し
た
（「
正
義
軍
の

大
演
説
」『
横
浜
貿
易
新
聞
』
明
治
三
十
五
年
二

月
十
五
日
付
）。

島
田
は
二

月
十
四
、

十
五
両
日
に

わ
た
り
、

『
横
浜
貿
易
新
聞
』
に

「
横
浜
市
民
諸
君
に

告
ぐ
」
と
い

う
声
明
を
掲
げ
、

今
回
の

選
挙
に

伊
藤
博

文
が
動
き
、

ま
た
岩
崎
一

派
と
市
の

有
力
者
筋
の

結
託
な
ど
の

内
情
を
詳
細
に

暴
露
し
て

市
民
の

た
め
に

戦
う
自
分
の

立
場
を
訴
え
た
。

「
予
は
決

し
て

我
意
を
固
執
し
て
、

自
論
を
主
張
す
る
者
に

非
ず
、

又
一

個
の

虚
栄
私
利
の

為
め
に

諸
氏
の

勧
説
に

従
は
ざ
る
者
に

非
ず
、

若
し
一

個
私
人
の

利
便
よ
り
打
算
せ
ば
、

議
席
を
棄
て

て

或
は
読
書
修
養
を
事
と
す
る
の

快
な
ら
ざ
る
に

非
ず
…
…

」
と
弁
じ
、

さ
ら
に

「
予
の

理
想
を

以
て

す
る

に
、

議
員
は
選
挙
区
の

主
張
を
代
表
す
る
と
共
に
、

併
せ
て

其
感
情
を
代
表
せ
ざ
る
べ

か
ら
ず
。

…
…
故
に

其
区
民
の

意
響
、

感
情
、

形
勢
を
考
察

せ

ず
し
て

覊
客
の

旅
舎
に

投
ず
る
如
く
、

唯
其
選
挙
の

容
易
を
求
む
る
は
決
し
て

予
の

志
に

非
ざ
る
な
り
。

…
…
昨
年
十
二

月
十
三
日
、

予
は
選
挙

有
権
者
全
部
を
招
待
し
て

横
浜
の

喜
楽
座
に

政
見
発
表
の

演
説
会
を
聞
き
た
る
に
、

当
時
一

の

反
対
も
無
く
、

且
つ

今
回

の
（
自
分
に

）
反
対
の
一
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人
た
る
朝
田
氏
は
政
見
に

於
て

予
と
帰
一

な
り
と
明
言
せ
ら
れ
た
る
を
聞
け
り
。

此
一

事
に

徴
す
る
に
、

今
回
の

反
対
は
政
見
の

為
め
に

反
対
す
る

に

非
ず
し
て
、

情
実
の

為
め
に

反
対
す
る
者
に

し
て
…
…
」
と
、

市
有
力
者
層
の

情
実
か
ら
の

反
対
を
手
き
び
し
く
突
き
、

さ
ら
に

反
対
者
が
、

横

浜
を
政
党
政
派
に

超
然
た
る
中
立
地
と
し
よ
う
と
す
る
と
い

う
名
目
に

対
し
、

「
加
藤
氏
は
最
も
党
派
に

密
接
す
る
人
な
り
」
と
反
論
し
て
い

る
。

こ

の

よ
う
に

加
藤
擁
立
背
後
の

圧
力
と
情
実
と
を
あ
く
ま
で

糾
弾
し
て

「
是
に

於
て

成
敗
を
度
外
に

付
し
て
、

敢
て

有
志
の

推
薦
に

従
ひ
断
然
候
補

に

立
つ

に

至
れ
り
…
…
」
と
、

抗
戦
の

態
度
を
市
民
に

示
し
た
。

こ

の

よ
う
に

島
田
対
加
藤
・

奥
田
の

選
挙
戦
は
金
権
派
・

情
実
派
と
正
義
派
の

政
争
と
い

う
形
と
な
り
、

島
田
派
は
市
民
の

た
め
の

正
義
の

戦
と

い

う
戦
略
を
展
開
し
た
。

「
両
者
の

運
動
は
日
一

日
と
其
熱
度
を
高
め
、

蓆
旗
を
立
て

て

市
中
に

示
威
運
動
を
行
ふ

島
田
応
援
の

学
生
の
一

隊
が

あ

る
か

と
見
れ
ば
、

加
藤
、

奥
田
の

肖
像
に

前
外
務
大
臣
、

前
文
部
次
官
法
学
博
士
と
其
履
歴
を
記
載
し
た
印
刷
物
を
配
布
す
る
者
現
は
れ
、

一

方
に

島
田
自
身
陣
頭
に

立
っ

て

戸
別
訪
問
を
敢
行
し
た
か
と
思
へ

ば
、

他
方
に

所
謂
金
権
派
領
袖
小
野
光
景
、

平
沼
専
蔵
等
も
亦
之
に

劣
ら
じ
と
戸
別
訪

問
に

奔
走
し
た
」（『
横
浜
市
史
稿
』
政
治
編
三

）。

前
回
の

選
挙
戦
が

比
較
的
平
穏
で

あ
っ

た
の

で
、

こ

の

横
浜
の

激
戦
が
全
国
の

注
目
の

的
に

な
っ

た
と
い

う
。

諸
新
聞
の

論
調
は
加
藤
高
明
の

最
高
点
は
疑
い

な
く
、

奥
田
、

島
田
が
そ
れ
ぞ
れ
七
分
と
い

う
予
想
を
し
た
。

こ

れ
が
世
論
の

帰
着
点
で

も
あ
っ

た
が
、

三
月
一

日
の

投
票
の

結
果
は
こ

の

予
想
を
大
幅
に

裏
切
っ

て
、

島
田
が
千
百
六
票
を
獲
得
し
、

奥
田
は
四
百
三
十
票
と
な
り
、

加
藤
は
四
百

十
八
票
の

第
三
位
で

落
選
と
な
っ

た
。

こ

の

政
戦
は
後
の

憲
政
会
総
裁
加
藤
高
明
の

敗
北
で

あ
っ

た
。

伊
藤
正
徳
の

『
加
藤
高
明
』
上
巻
に

よ
る
と
そ
の

後
加
藤
と
島
田
派
と
は
融
和
が

な
り
、

其
派
の

謀
将
も
後
年
、

忠
実
な
憲
政
会
員
と
な
っ

た
。

ま
た
島
田
も
後
年
桂
太
郎
の

同
志
会
に

投
じ
、

そ
の

関
係
か
ら
加
藤
の

憲
政
会
の

傘

下
に

加
わ
っ

た
。

そ
の

結
果
、

横
浜
市
は
、

加
藤
の
い

わ
ゆ
る
苦
節
十
年
の

間
、

憲
政
会
の

地
盤
と
し
て

揺
が
な
か
っ

た
、

と
あ
る
。

ま
た
こ

の

敗
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戦
が
加
藤
を
し
て

「
民
衆
の

力
」
に
開
眼
せ
し
め
た
と
、

当
時
加
藤
陣
営
に
い

た
原
保
太
郎
が
語
る
と
こ

ろ
で

あ
っ

た
と
い

う
。

島
田
三
郎
は
、

こ

の

選
挙
を
回
想
し
て
、

「
旧
き
思
想
と
新
し
き
思
想
と
の

競
争
」「
少
数
の

擅
制
思
想
と
多
数
の

自
由
思
想
と
の

競
争
」、
「
富
豪

と
中
等
社
会
の

競
争
」、
「
階
級
思
想
と
平
等
思
想
の

競
争
」、
「
旧
き
横
浜
と
新
ら
し
き
横
浜
の

競
争
」
で

あ
っ

た
と
述
べ

て
い

る
。

そ
し
て
、

彼
が
勝
っ

た
原
因
と
し
て
、

次
の

要
素
を
あ
げ
て
い

る
。

「
選
挙
以
外
の

勢
力
」（
即
ち
選
挙
区
外
の

人
や
婦
人
や
末
成
年
者
の

援
助
）、
「
言

論
文
章
の

力
」、
「
婦
人
若
く
は
青
年
の

力
」、
「
無
記
名
投
票
の

効
力
」で
あ
る
。

具
体
的
に
い

え
ば
万
朝
、

二
六
を
初
め
と

す
る
府
下
の

諸
新
聞
、

横
浜
の

貿
易
新
聞
、

自
由
投
票
会
、

学
生
修
養
会
、

中
立
弁
護
士
の

演
説
、

東
京
及
び
近
県
か
ら
の

応
援
、

新
仏
教
・

東
洋
仏
教
の

人
び
と
、

キ
リ

ス

ト
教
系
の

婦
人
団
体
な
ど
の

援
助
で

あ
っ

た
。

中
で

も
「
無
記
名
投
票
」
に

は
彼
は
、

「
記
名
は
責
任
を
明
か
に

し
、

無
記
名
は
責
任
を
没
す
る
」

も
の

と
し
て

反
対
し
て
い

た
に

も
拘
ら
ず
、

こ

の

選
挙
で

は
彼
は
無
記
名
投
票
に
よ
っ

て

勝
利
を
得
る
こ

と
が
で

き
て
、

「
是
は
矢
張
り
世
の

進
歩

に

遅
れ
て

居
っ

た
考
へ

違
で

あ
っ

た
こ

と
を
発
見
し
た
」
と

反
省
す
る
機
会
を
与
え
た
（「
横
浜
選
挙
の

側
面
観
」『
太
陽
』
明
治
三
十
六
年
四
月
、

『
横
浜

市
史
稿
』
政
治
編
三
、

伊
藤
正
徳
『
加
藤
高
明
』
上
巻
、

高
橋
昌
郎
『
島
田
三
郎
』）

第
二

節
　
労
働
問
題
の

発
生

一

　
「
職
人
」
・

「
職
工

」
の

世
界

新
し
く
登
場
し

た
労
働
者
た
ち

横
浜
・

横
須
賀
等
の

県
下
大
都
市
を
中
心
と
し
て
、

全
国
か
ら
人
口

が

集
中
し
て

き
た
状
況
は
前
に

述
べ

た
が
、

そ
の

本
県
で

都
市
社
会
問
題
と
い

え
ば
、

や
は
り
労
働
者
の

問
題
が
中
心
で

あ
っ

た
。

し
か
し
、

労
働
者
と
い

っ

て
も
、

今
日
の

よ
う
な
大
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企
業
中
心
の

も
の

と
は
実
態
が
全
く
と
い

っ

て

よ
い

ほ
ど
異
な
っ

て
い

た
。

こ

の

時
代
は
ま
だ
何
よ
り
も
、

流
入
人
口

を
受
け
入
れ
る
こ

と
の

で

き
る
よ
う
な
企
業
を
さ
さ
え
る
民
間
資
本
が
発
達
し
て
い

な
か
っ

た
。

一

八

八
七
（
明
治
二
十
）
年
、

県
下
に

は
九
十
四
万
五
千
五
百
五
十
円
の

払
込
資
本
金
を
も
つ

会
社
が

あ
っ

た
が
、

そ
れ
は
全
国
の

十
位
、

全
国
比
一

・

四
㌫
に

す
ぎ
ず
、

そ
の

主
力
は
商
業
資
本
で

七
五
・

四
㌫
を
占
め
て
い

た
。

一

八
九
七
（
明
治
三
十
）
年
に

は
、

全
国
比
四
・

〇
㌫
、

五
位
に

上
昇
し
た
が
、

商
業
資
本
は
八
八
・

八
㌫
を
占
め
た
。

一

九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年

で

は
、

全
国
比
五
・

六
㌫
、

三
位
に

上
昇
し
た
が
、

商
業
資
本
は
七
四
・

二
㌫
を
占
め
、

工
業
資
本
は
一

七
・

五
㌫
に

達
し
た
と
は
い

え
、

な
お
、

四
位
の

兵
庫
県
に
お
け
る
工
業
資
本
払
込
資
本
金
の

半
額
の

資
本
金
に

す
ぎ
な
か
っ

た
。

一

九
一

二
（
明
治
四
十
五

）
年
で

は
工
業
資
本
払
込
資
本
金
が
県
内
会
社
資
本
金
の

三
五
・

五
㌫
と
な
り
、

兵
庫
の

三
五
・

〇
㌫
を
わ
ず
か

な
が
ら

上
回
っ

た
と
は
い

え
、

絶
対
額
で

は
、

な
お

兵
庫
県
の

六
〇
㌫
で

あ
っ

た
。

会
社
の

産
業
別
内
容
か
ら
い

っ

て

も
、

一

八
八
七
年
、

日
本
郵
船
横
浜

鉄
工
場
を
別
と

す
れ
ば
、

大
部
分
は
横
浜
周
辺
の

雑
工
業
で

あ
っ

た
。

一

八
九
七
年
に

な
る
と
、

内
陸
部
に

製
糸
（
高
座
郡
・

鎌
倉
郡
）、

織
物（
津

久
井
郡
）、

た
ば
こ
（
中
郡
）
な
ど
も
見
ら
れ
る
が
、

後
に

企
業
数
、

資
本
金
額
と
も
県
下
の

四
割
前
後
を
占
め
る
こ

と
と
な
る
京
浜
工
業
地
帯
（
久

良
岐
郡
・

橘
樹
郡
・

横
浜
市
）
も
、

日
本
郵
船
横
浜
鉄
工
場
、

横
浜
麦
酒
会
社
を
除
い

て

は
、

雑
工

業
が
主
力
で

あ
っ

た
（
山
本
弘
文
「
神
奈
川
県
経
済

の

発
展
と
地
域
的
特
色
」『
神
奈
川
県
史
研
究
』
十
八
号
）。

だ
が
県
内
六
都
市
の

人
口

集
積
力
は
抜
群
で
、

一

八
九
二
年
の

数
字
か
ら
判
断
し
て
、

入
寄
留
は
出
寄
留
の

十
三
倍
に

も
達
し
て
い

る
。

（
第
三
表
）

開
港
か
ら
明
治
中
期
ご
ろ
ま
で
、

県
内
の

主
要
な
町
に

集
積
さ
れ
た
労
働
者
も
、

県
内
の

農
村
地
帯
か
ら
の

者
に

く
わ
え
て

他
府
県
出
身
者
も
か

な
り
み
ら
れ
た
。

他
府
県
か
ら
の

吸
引
も
、

横
浜
の

人
口
が
一

八
八
二
（
明
治
十
五

）
年
以
降
増
加
テ
ン

ポ
を

高
め

る
こ

と
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、

松
方
デ
フ

レ

以
後
の

農
村
の

分
解
を
背
景
と
し
て
い

た
。

し
た
が
っ

て
、

開
港
・

明
治
前
期
で

は
、

築
港
や
都
市
建
設
、

軍
工
場
、

鉄
道
等
の

官
営
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工

事
、

港
湾
運
輸
等
に

貧
民
役
徒
（
刑
を
終
わ
っ

て

も
引
き
取
り
人
の

な
い

も
の

）
及
び
囚
人

労
働
が
投
入
さ
れ
て
い

っ

た
。

そ
う
い

う
こ

と

か
ら
ま
た
、

当
時
の

用
語
で

「
労
働
者
」

を
「
職
工
」
よ
り
も
一

だ
ん
低
い
、

救
貧
の

対
象
程
度
の

も
の

と
す
る
こ

と
が
多
か
っ

た

（『
横
須
賀
海
軍
船
廠
史
』）。

同
様
に
、

「
職
工

」
と
い

う
用
語
も
、

一

八
八
一

年
以
来
の

地
方
税
制
に

お

い

て
、

営
業
税
の

対
象
と
な
っ

て

は
い

る
が
、

除
税
対
象
と
し
て

「
職
工
ニ

シ

テ

」、
「
傭
主
ノ

家

ニ

寄
食
ス

ル

被
傭
人
、

自
家
ノ

業
ヲ

助
ク
ル

家
族
、

傭
人
ヲ

使
用
セ

ス

自
ラ

職
工
ノ

業
ヲ

ナ
ス

婦
女
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
の

で
、

今
日
の

「
職
人
」（
一

人
親
方
等
）
に

あ
た

る
言

葉
と
考
え
ら
れ
て
い

た
の
で

あ
ろ
う
。

職
工
数
・

職
工
賃
金
と
い

う
場
合
も
、

見
習
や

徒
弟
は
ふ
く
ま
れ
て
い

な
い
。

明
治
中
期
ま
で
の

横
浜
で
、

婦
人
労
働
者
が
数
千
に

達
し

た
い

わ
ゆ
る
お
茶
場
女
、

ド
ロ

ン

ワ

ー
ク
（
レ

ー
ス

の

ふ

ち
か
が
り
）
な
ど
も
、

製
茶
女
工

や
布
帛
加
工
女
工
で

は
な
く
、

「
茶
焙
じ
女
」、
「
お

茶
場
人
足
」
で

あ
り
、

「
ハ

ン

ケ
チ
娘

の

俗
称
で

と
ら
え
ら
れ
る
「
労
働
者
」
で

あ
っ

た
。

先
駆
的
な
労
働

運
動
の

展
開

そ
う
し
た
差
別
的
な
呼
称
も
、

自
然
発
生
的
な
労
働
争
議
、

先
駆
的

な
労
働
運
動
が
広
が
る
な
か
で
、

「
労
働
者
」
と
い

う
用
語
を
一

般

化
さ
せ
て
い

っ

た
。

そ
う
い

う
点
か
ら
労
働
争
議
・

労
働
運
動
の

開
幕
に
お
い

て
、

神
奈
川
県
の

労
働
者
が
果
た
し
た
役
割
は
、

小
さ
く
な
か
っ

た

の

で

あ
る
。

第3表　都市別出入寄留者数1892（明治25）年末

『神奈川県統計書』から作成
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県
下
の

労
働
紛
（
争
）
議
の

も
っ

と
も
早
い

記
録
は
、

明
治
四
年
二

月
十
七
日
（
一

八
七
一

年
四
月
六
日

）、

東
京
―
横
浜
間
の

鉄
道
の

敷
設
工
事

に

際
し
鶴
見
橋
用
材
製
造
中
の

木
挽
職
人
が
、

材
木
仲
買
の

賃
金
引
下
げ
を
不
満
と
し
て
、

四
月
九
日
ま
で

休
業
し
た
と
い

う
事
件
で

あ
る
。

木
挽

職
人
は
い

ず
れ
も
現
地
に

大
鋸
を
か
つ

い

で

作
業
に

行
き
、

材
木
業
者
か
ら
何
石
何
枚
（
本

）
ど
り
い

く
ら
の

請
け
負
い

作
業
で

あ
っ

た
。

材
木
仲

買
と
は
、

い

ま
の

材
木
店
に

あ
た
る
。

山
林
か
ら
の

原
木
買
い

付
け
は
問
屋
が
行
い
、

こ

れ
を
材
木
に

し
て

売
り
出
す
の

が
仲
買
で

あ
っ

た
。

官
営

の

鉄
道
工

事
で

も
、

こ

の

旧
慣
が
守
ら
れ
て
い

た
の

で

あ
ろ
う
。

鉄
道
工

事
に

も
囚
人
労
働
が
投
入
さ
れ
て
い

た
ほ
ど
で

あ
っ

た
か
ら
、

木
挽
の

労

働
条
件
な
ど
も
低
劣
に

引
き
下
げ
ら
れ
て
い

た
。

こ

れ
は
そ
れ
を
さ
ら
に

切
り
下
げ
る
こ

と
に

反
対
す
る
と
い

う
ス

ト
で

あ
っ

た
。

つ

ぎ
に
、

一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
、

横
須
賀
造
船
所
の

二

号
ド
ツ

ク

建
設
に

際
し
て
、

伊
豆
石
切
り
場
か
ら
直
営
工
事
で

用
材
切
り
出
し
の

た
め
、

関
西
か
ら
石
工
二
百
余
人
を
集
め

作
業
に

と
り
か
か
っ

た
が
、

賃
上
げ
を
要
求
し
て
、

聞
き
入
れ
ら
れ
な
い

と
逃
亡
し
た
り
、

帰

国
し
て
し
ま
う
も
の

が
続
出
し
た
の

で
、

官
側
で

は
あ
き
ら
め
て

請
負
業
者
に

ま
か
せ
て

し
ま

っ

た
。

横
須
賀
造
船
所
は
、

幕
末
に

建
設
開
始
の

と
き
か
ら
一

八
七
三
（
明
治
六

）
年
ま
で
、

ま
た
一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
拡
張
の

と
き
に

も
大
量
の

囚
人
、

刑
余
者
を
使
用
し
て

お

り
、

労
働
条
件
は
一

般
よ
り
低
め
ら
れ
て
い

た
。

以
上
述
べ

た
明
治
前
期
の

二

争
議
は
、

い

ず
れ
も
官
営
工
事
で

あ
る
が
、

中
期
と

も
な

る

と
、

職
人
・

工
場
労
働
者
の

紛
争
議
も
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ

た
。

一

八
八
七
年
一

月
中
旬
、

横
浜
野
毛
町
の

指
物
職
十
五
人
が
、

親
方
に

賃
金
引
き
上
げ
を
要
求
し
て
、

数
日
間
休
業
し
た

が
解
決
せ

ず
、

一

月
十
五
日
、

親
方
の

家
に

押
し
か

け
た

と

こ

ろ
、

警
察
官
に
解
散
さ
せ
ら

横浜の街づくりに働く人びと
『THEILLUSTRATEDLONDONNEWS』から　

東京大学史料編纂所蔵
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れ
、

説
諭
を
う
け
た
と
い

う
事
件
が
あ
っ

た
。

一

八
八
八
年
国
府
津
―
湯
本
間
の

小
田
原
馬
車
鉄
道
の

開
通
（
十
月
一

日

）
に

よ
っ

て
、

沿
道
の

馬

車
営
業
者
や
人
力
車
夫
な
ど
が
「
生
業
を
奪
わ
れ
る
と
い

う
の

で
、

暴
力
を
以
て
、

同
社
の

営
業
妨
害
を
企
て

た
」と
さ
れ
て
い

る
。

翌
年
六
月
二

十

一

日
に
は
、

横
浜
の

お
茶
場
で

四
百
名
の

労
働
者
が
賃
下
げ
反
対
を
要
求
し
て
、

十
三
時
間
に
お
よ
ぶ
締
め
出
し
（
ロ

ッ

ク
・

ア
ウ
ト

）
が
行
な
わ
れ

た
。

例
年
な
ら
好
況
の

時
期
で

あ
る
の
に
、

こ

の

年
は
、

「
茶
況
不
況
」
と
新
聞
に

も
報
じ
ら
れ
て
い

る
。

九
月
十
一

日
に

は
、

横
浜
港
停
泊
中
の

日
本
郵
船
酒
田
丸
の

水
夫
・

火
夫
二

十
七
名
が
「
同
盟
下
船
」
し
た
。

こ

れ
は
外
人
船
長
の

水
夫
取
り
扱
い

が
苛
酷
な
の

で
、

交
替
を
要
求
し
た
も

の
で

あ
っ

た
。

会
社
則
は
船
長
を
交
替
さ
せ
、

ス

ト
参
加
者
は
罰
俸
三
日
と
ひ
き
か
え
に

十
二
日
に

帰
船
を
許
し
た
。

一

八
九
二
（
明
治
二

十
五

）
年
五
月
は
じ
め
、

横
浜
の

お
茶
場
で
は
、

汽
車
が
不
通
の

た
め

新
茶
が
入
荷
せ
ず
、

雇
い

入
れ
を
減
少
さ
せ

た

と

こ

ろ
、

貧
民
男
女
が
茶
館
に

哀
訴
し
た
。

こ
の

時
期
か
ら
お

茶
場
に

も
機
械
が
す
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
り
、

「
お

茶
場
人
足
」
は
減
少
し
は
じ

め

て
、

明
治
三
十
年
代
に

入
る
と
製
茶
場
、

輸
出
港
と
も
に
静
岡
県
の

清
水
港
に

移
動
し
、

横
浜
名
物
の

お
茶
場
も
姿
を
消
し
て

し
ま
っ

た
。

一

八
九
二

年
七
月
十
五
日
に

は
、

横
須
賀
海
軍
造
船
廠
職
工
五
千
百
五
十
人
が
、

新
廠
長
（
一

月
赴
任
）
の

定
め
た
厳
重
な
就
業
規
則
に

反
対
し

て
ス

ト
を
行
っ

た
。

こ

れ
は
軍
工
廠
に
お
け
る
工
場
労
働
者
の

最
初
の
ス

ト
の

事
例
と
い

え
よ
う
。

一

八
九
四
年
の

日
清
開
戦
に

よ
っ

て

諸
物
価
は
高
騰
し
た
。

横
浜
の

元
町
、

居
留
地
な
ど
で
、

中
国
人
洋
服
裁
縫
業
者
の

下

職
を
し

て

い

た
三

十
四
、

五
名
の

者
が
、

糸
が
五
割
値
上
げ
さ
れ
て
い

る
の

で
、

手
間
賃
を
三
割
上
げ
よ
と
要
求
し
て
ス

ト
を
行
っ

た
と
こ

ろ
、

中
国
人
業
者
は
驚
い

て

要
求
を
認
め
た
。

一

八
九
五
年
九
月
十
六
日
午
後
七
時
、

横
浜
居
留
地
の
ク

ラ
ブ
・

ホ
テ
ル

の
ボ
ー

イ
・

コ

ッ

ク

ら
五
十
名
は
、

イ
ギ
リ
ス

人
支
配
人
の

苛
酷
な
扱

い

と
薄
給
に

反
対
し
て
一

せ
い

に

職
場
を
立
ち
去
り
、

十
九
日
ご
ろ
ま
で

同
ホ
テ
ル

前
に
ピ
ケ
ッ

ト
を
は
っ

た
。

の

ち
に
コ

ッ

ク

は
就
業
し
た
が
、

ボ
ー

イ
た
ち
は
演
説
会
、

談
話
会
を
開
い

て

市
民
に

訴
え
、

横
浜
義
俠
同
盟
と
い

う
雇
人
組
合
を
設
立
し
た
。
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以
上
述
べ

た
日
清
戦
争
前
後
ま
で

の

期
間
の

県
下
の

労
働
紛
争
議
の

事
例
は
、

十
件
に

し
か

過
ぎ
な
い
。

内
訳
は
、

木
挽
・

石
切
な
ど
旧
型
職
人

に
よ
る
も
の
二

件
、

製
茶
場
・

車
夫
な
ど
い

わ
ゆ
る
貧
民
に
よ
る
も
の

三
件
、

指
物
職
・

洋
服
裁
縫
職
・

ホ
テ
ル

雇
人
な
ど
の

新
型
職
人
に

よ
る
も

の

三
件
、

船
員
・

海
軍
職
工
の

二

件
と
な
っ

て
い

る
。

新
旧
半
ば
し
て
い

る
わ
け
で

あ
る
が
、

注
目
す
べ

き
も
の

と
し
て
、

労
働
者
の

自
主
的
な
組

織
や
義
俠
同
盟
の

結
成
が
あ
る
。

明
治
政
府
は
、

こ

う
し
た
民
衆
の
自
主
的
な
組
織
を
警
戒
し
た
。

数
々

の

治
安
立
法
が
そ
の
こ

と
を
示
し
て
い

る
。

例
え
ば
、

熊
谷
県
（
現
在

埼

玉
県
内
）
で
は
、

一

八
七
四
（
明
治
七

）
年
二

月
、

江
戸
時
代
か
ら
あ
っ

た
太
子
講
の

よ
う
な
仲
間
組
織
で

職
人
の

賃
金
協
定
な
ど
の

労
働
組
合
的
な

こ

と
を
行
う
こ

と
を
厳
禁
し

て

い

る
。

か
わ
っ

て
一

八
八
四
（
明
治
十
七

）
年
十
一

月
、

農
商
務
省
達
で

「
同
業
組
合
準
則
」
が
公
布
さ
れ
、

知
事

の

承
認
を
得
た
、

い

わ
ゆ
る
準
則
組
合
が
親
方
層
に

よ
っ

て

結
成
さ
れ
て

い

っ

た
。

一

八
八
八
（
明
治
二

十
一

）
年
五
月
、

横
浜
で

手
間
賃
、

上
等

五
十
銭
、

中
等
四
十
五
銭
、

下
等
四
十
銭
、

就
業
時
間
十
時
間
な
ど
を
協
定
し
た
横
浜
大
工
請
負
職
工
組
合
は
、

こ

の

準
則
組
合
で

あ
る
。

一

九
二
八
（
昭
和
三

）
年
五
月
成
立
の

神
奈
川
県
商
工

協
会
加
盟
の

準
則
組
合
は
、

結
成
時
で

百
二

十
五
を
数
え
る
。

そ
の

う
ち

創
立
を
明
治
と

称
す
る
も
の

は
二

十
四
で

あ
る
。

横
浜
印
刷
業
・

横
浜
料
理
業
・

横
浜
写
真
業
・

横
須
賀
洋
服
商
工
・

足
柄
大
工
職
な
ど
で
、

創
立
を
大
正
と
す
る

も
の

は
、

横
浜
鳶
職
・

横
浜
造
船
鉄
工
・

横
浜
輸
出
絹
布
裁
縫
・

横
浜
木
型
・

横
浜
指
物
・

横
浜
電
気
業
・

横
浜
植
木
職
・

横
浜
和
服
裁
縫
業
・

横

浜
大
工
職
・

横
浜
庭
園
業
・

県
東
部
蹄
鉄
業
・

平
塚
土
木
建
築
業
・

久
良
岐
鳶
職
・

小
田
原
板
橋
水
車
業
等
々

が
あ
る
。

そ
の

職
種
は
い

ず
れ
も
開

港
後
と
く
に

明
治
中
期
ま
で

に

新
し
く
生
ま
れ
た
り
、

ま
た
は
新
技
術
を
導
入
し
て

再
編
さ
れ
た
も
の

で

あ
る
。

広
範
な
職
人
が
準
則
組
合
と
い

う

形
で

組
織
さ
れ
て
い

た
こ

と
も
当
時
の

労
働
運
動
の

基
盤
の
一

つ

で

あ
っ

た
。
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二
　
労
働
組
合
の

誕
生

鉄
工
組
合
の
結
成

準
則
組
合
に

は
二
つ

の

側
面
が
あ
っ

た
。

近
代
的
な
工
場
制
工
業
だ
け
で

な
く
、

早
く
か
ら
在
来
工

業
に

も
新
し
い

技
術
・

技
能
が
普
及
さ
れ
て
い

た
の

で
、

古
い

型
の

親
方
制
で

は
統
制
が
で

き
な
く
な
り
、

準
則
組
合
の

構
成
員
と
い

う
こ

と
で

知

事
が
認
め
た
新
し
い

親
方
制
度
を
生
み
だ
し
た
こ

と
が
一

つ

で

あ
り
、

他
の
一

面
で

は
労
働
者
組
織
と
し
て

の

役
割
を
事
実
上
果
た
し
た
こ

と
で

あ

る
。

も
っ

と
も
こ

の

役
割
を
果
た
し
た
期
間
は
短
く
、

明
治
後
期
に

続
発
す
る
職
人
争
議
の

な
か

で
、

業
組
合
（
請
け
負
い

の

で

き
る
親
方
の

組
合
）

と
、

職
組
合
（
一

人
親
方
や
職
人
の

組
合
）
に

分
解
し
て
い

っ

た
。

新
し
く
育
っ

て

き
た
工
場
制
工
業
の

労
働
者
、

渡
来
産
業
の

職
人
た
ち
も
、

そ
の

技
能
伝
習
は
旧
来
の

徒
弟
制
の

あ
と
を
追
っ

て
い

た
。

し
か
し
、

明
治
中
期
に「
お
雇
外
国
人
」
の

姿
が
消
え
て
い

く
こ

ろ
に

は
、

新
型
職
人
の

技
能
も
新
技
術
の

前
に

陳
腐
化
し
、

ま
た
工
場
に

お

け
る
労
務
管
理

も
、

親
方
請
負
の

間
接
管
理
か
ら
直
接
管
理
へ

と
転
換
し
つ

つ

あ
っ

た
。

こ

う
し
た
流
れ
に

不
安
を
も
っ

た
の

は
、

「
上
等
職
工

」
と
呼
ば
れ
た
金

属
・

機
械
工
の

親
方
た
ち
で

あ
っ

た
。

一

八
八
九
（
明
治
二

十
二

）
年
二
月
二

十
四
日
、

「
鉄
工
組
合
」
結
成
の

相
談
会
が
、

東
京
市
の

両
国
の

貸
席
で

開
か
れ
た
。

こ

の

会
を
呼
び
か
け

た
の

は
、

相
田
吉
五
郎
と
小
沢
弁
蔵
、

そ
の

弟
国
太
郎
の

三
人
で
、

石
川
島
造
船
の

親
方
職
工
で

あ
っ

た
。

は
じ
め
は
新
聞
記
者
な
ど
の

演
説
も
あ

り
、

ま
じ
め
に

相
談
し
て
い

た
が
、

途
中
か
ら
バ

ク

チ

を
や
る
も
の

も
出
た
り
、

相
談
ど
こ

ろ
で
は
な
く
、

散
会
後
、

遊
所
に
三
、

四
日
も
居
続
け

る
も
の

も
あ
る
な
ど
、

組
織
運
動
に

対
す
る
理
解
が
希
薄
で
、

第
二

回
の

会
合
を
呼
び
か
け
た
と
き
に
は
「
妻
君
の

攻
撃
は
な
は
だ
し
く
と
い

う
よ

う
な
こ

と
で

」
成
功
に
は
及
び
も
し
な
か
っ

た
（
片
山
潜
・

西
川
光
二

郎
『
日
本
之
労
働
運
動
』）。
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